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１ 令和６年度 三宅町国民健康保険特別会計予算（案）について

［１］歳入

（単位：千円、％）

款
令和６年度

当初予算額

令和５年度

当初予算額
増減額 増減率

1 国民健康保険税 130,147 124,922 5,225 4.2

2 使用料及び手数料 48 48 0 0.0

4 県支出金 562,648 630,025 ▲67,377 ▲10.7

5 財産収入 27 29 ▲2 ▲6.9

6 繰入金 66,538 78,284 ▲11,746 ▲15.0

7 繰越金 1,000 1,000 0 0.0

8 諸収入 592 692 ▲100 ▲14.5

合 計 761,000 835,000 ▲74,000 ▲8.9

令和６年度の歳入予算額は、７億６，１００万円で前年度比７，４００万円の減額と

なっています。これは県支出金、繰入金が減額したことが主な要因となっています。
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主な増減要因

（１）国民健康保険税

（単位：千円、％）

（２）県支出金

（単位：千円、％）

款 令和６年度 令和５年度 増減額 増減率

１ 国民健康保険税 130,147 124,922 5,225 4.2

現年度課税分 128,051 122,201 5,850 4.8

滞納繰越分 2,096 2,721 ▲625 ▲23.0

款 令和６年度 令和５年度 増減額 増減率

４ 県支出金 562,648 630,025 ▲67,377 ▲10.7

保険給付費交付金

（普通交付金）
555,561 585,896 ▲30,335 ▲5.2

保険給付費交付金

（特別交付金）
7,087 44,129 ▲37,042 ▲83.9

国民健康保険税は、１億３，０１５万円で前年度比５２３万円、４．２％の増

額となっています。これは令和６年度より県内保険料水準が統一化されることに

伴い三宅町の保険税が増額となるため、税収の増加見込となっています。

県支出金は、５億６，２６５万円で、前年度比６，７３８万円、１０．７％の

減額となり、保険給付費交付金・普通交付金は、歳出予算における保険給付費に

対する交付金３，０３４万円、５．２％の減少、保険給付費交付金・特別交付金

は、歳出予算における国民健康保険事業費納付金に対する県繰入金交付金が県内

保険料水準の統一化に伴い廃止となるため３，７０４万円、８３．９％の減少と

なっています。
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（３）繰入金

（単位：千円、％）

款 令和６年度 令和５年度 増減額 増減率

６ 繰入金 66,538 78,284 ▲11,746 ▲15.0

一般会計繰入金 56,222 58,850 ▲2,628 ▲4.5

基金繰入金 10,316 19,434 ▲9,118 ▲46.9

繰入金は、６，６５４万円で前年度比１，１７５万円、１５．０％の減額となり、

一般会計繰入金は、令和５年度のデータヘルス計画策定業務委託料等による事務

費分で２６３万円、４．５％の減少、基金繰入金は、令和５年度の保険税負担の抑

制のための激変緩和対応の基金繰入措置が令和６年度県内保険料統一化によりな

くなり、９１２万円、４６．９％の減少となっています。
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［２］歳出

（単位：千円、％）

款
令和６年度

予算額

令和５年度

予算額
増減額 増減率

1 総務費 6,796 10,998 ▲4,202 ▲38.2

2 保険給付費 557,317 587,223 ▲29,906 ▲5.7

3
国民健康保険

事業費納付金
184,023 221,288 ▲37,265 ▲16.8

4 共同事業拠出金 10 10 0 0.0

6 保健事業費 10,385 10,612 ▲227 ▲2.1

7 基金積立金 27 29 ▲2 ▲6.9

8 諸支出金 1,010 1,010 0 0.0

9 予備費 1,432 3,830 ▲2,398 ▲62.6

合 計 761,000 835,000 ▲74,000 ▲8.9

令和６年度の歳出予算額は、７億６，１００万円で前年度比７，４００万円の減額

となっています。これは総務費、保険給付費、国民健康保険事業費納付金が減額した

ことが主な要因となっています。
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主な増減要因

（１）総務費

（単位：千円、％）

（２）保険給付費

（単位：千円、％）

款 令和６年度 令和５年度 増減額 増減率

１ 総務費 6,796 10,998 ▲4,202 ▲38.2

一般管理費 5,288 9,374 ▲4,086 ▲43.6

国民健康保険団体連合会費 1,472 1,552 ▲80 ▲5.2

運営協議会費 36 72 ▲36 ▲50.0

款 令和６年度 令和５年度 増減額 増減率

２ 保険給付費 557,317 587,223 ▲29,906 ▲5.1

療養給付費 470,200 497,000 ▲26,800 ▲5.4

療養費 5,600 5,500 100 1.8

審査支払手数料 1,205 1,310 ▲105 ▲8.0

高額療養費 75,100 77,500 ▲2,400 ▲3.1

高額介護合算療養費 100 100 0 0.0

移送費 10 10 0 0.0

出産育児一時金 4,500 5,000 ▲500 ▲10.0

出産育児一時金審査支払手数料 2 3 ▲1 ▲33.3

葬祭費 600 600 0 0.0

総務費は、６８０万円で前年度比４２１万円、３８．２％の減額となり、一般

管理費において、令和５年度のデータヘルス計画の策定経費等分が４０９万円、

４３．６％の減少となっています。

保険給付費は５億５，７３２万円で前年度比２，９９１万円、５．１％の減額

となり、療養給付費において、７０歳以上高齢者の減少による保険者負担額の減

少により２，６８０万円、５．４％の減少、高額療養費においても２４０万円、

３．１％の減少となっています。
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（３）国民健康保険事業費納付金

（単位：千円、％）

［３］基金残高

（単位：円）

※今後の基金の使途について

令和５年度までは、主に被保険者の保険税負担抑制のために基金繰入を行っ

てきたが、令和６年度から県内保険料水準が統一化され、県内で格差が生じないよ

う各市町村の基金繰入による保険料負担抑制はしないこととなっている。

今後は保健事業をはじめとする国・県の財政支援がない町独自の国保事業・

取組に対して基金繰入を行い、被保険者に還元していく。

款 令和６年度 令和５年度 増減額 増減率

３国民健康保険事業納付金 184,023 221,288 ▲37,265 ▲16.8

医療給付費分 121,285 142,663 ▲21,378 ▲15.0

後期高齢者支援金分 46,735 57,977 ▲11,242 ▲19.4

介護納付金分 16,003 20,448 ▲4,445 ▲21.7

区 分 R5.1.31 現在高 R5.5.31 現在高 R6.1.31 現在高

国民健康保険財政調整基金 87,476,439 78,190,439 78,219,269

国民健康保険事業費納付金は、１億８，４０３万円で令和６年度県内保険料水準

統一化に伴い、県の繰入金に係る市町村への交付金分が廃止となったことにより、

前年度比３，７２７万円、１６．８％の減額となっています。

国民健康保険財政調整基金の基金残高は、７，８２２万円（R6.1.31 現在）で、基

金の取り崩しにより、前年度比９２６万円の減少となっています。
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２ 奈良県国民健康保険保険料（税）水準の統一化について

［１］経緯

平成 27 年の国民健康保険法改正では、平成 30 年度から都道府県が国保の財政

運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等について中心

的な役割を担うことにより、国保制度の安定化を図ることとされている。

国の制度改正に先駆け、小規模で財政基盤の脆弱な市町村が多く財政上の構造

的課題が顕著であった奈良県においても「国保の県単位化」を目指すこととした。

［２］概要

奈良県では全市町村との合意のもと「国保の県単位化」を図り、平成 29 年度に

策定した『第１期奈良県国民健康保険運営方針』において、被保険者の負担の公

平化を実現するため、「同じ所得・世帯構成であれば、県内のどこに住んでも保険

料水準が同じ」となる県内保険料水準の統一化を奈良県が目指す県単位化後の姿

と定め、その実現に向けた取組を市町村とともに進めてきた。

そして、令和６年度から『第２期奈良県国民健康保険運営方針』が適用開始と

なることに伴い、県内保険料水準の統一化を施行する。

［３］町の対応

奈良県全体の医療費や国保の被保険者数、所得等の数値から県が算定した被保

険者１人あたりの保険料負担額、延いては各市町村の保険料収入額をもとに設定

した保険料率（下記【改正の概要】参照）に準拠した三宅町国民健康保険税条例

の一部改正を行い、令和６年４月１日から施行する。

【改正の概要】

国民健康保険税の課税区分 令和５年度 → 令和６年度

医療給付費分

所得割 7.4％ → 7.64％

均等割 25,000 円 → 27,600 円

平等割 18,000 円 → 20,000 円

後期高齢者支援金分

所得割 2.4％ → 3.27％

均等割 9,000 円 → 11,500 円

平等割 6,000 円 → 8,400 円

介護納付金分
所得割 2.6％ → 3.03％

均等割 15,000 円 → 16,900 円



- 8 -


